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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１無線基地局から第２無線基地局へのリレーノードのハンドオーバ手順において、該
リレーノードが、該第２無線基地局に対して、コネクション再設定完了信号によって、該
第１無線基地局と該リレーノードとの間の無線ベアラにおいて用いられていた第１リレー
ノード用サブフレームのパターン、及び、該第２無線基地局と該リレーノードとの間の無
線ベアラにおいて第２リレーノード用サブフレームを設定する必要があるか否かについて
示す設定要否情報を通知する工程Ａを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記ハンドオーバ手順において、前記第１無線基地局が、前記第２無線基地局に対して
、前記第１リレーノード用サブフレームの使用率を通知する工程Ｂを更に有することを特
徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項３】
　前記工程Ｂにおいて、前記第１無線基地局は、前記第２無線基地局に対して、ハンドオ
ーバ要求信号によって、前記第１リレーノード用サブフレームの使用率を通知することを
特徴とする請求項２に記載の移動通信方法。
【請求項４】
　前記ハンドオーバ手順において、前記第２無線基地局が、前記第１リレーノード用サブ
フレームのパターン及び該第１リレーノード用サブフレームの使用率に基づいて、前記第
２リレーノード用サブフレームのパターンを決定する工程Ｃを更に有することを特徴とす



(2) JP 5484399 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

る請求項２に記載の移動通信方法。
【請求項５】
　リレーノードであって、
　第１無線基地局から第２無線基地局への前記リレーノードのハンドオーバ手順において
、該第２無線基地局に対して、コネクション再設定完了信号によって、該第１無線基地局
と該リレーノードとの間の無線ベアラにおいて用いられていた第１リレーノード用サブフ
レームのパターン、及び、該第２無線基地局と該リレーノードとの間の無線ベアラにおい
て第２リレーノード用サブフレームを設定する必要があるか否かについて示す設定要否情
報を通知するように構成されている送信部を具備することを特徴とするリレーノード。
【請求項６】
　第１無線基地局から第２無線基地局へのリレーノードのハンドオーバ手順において該第
２無線基地局として動作する無線基地局であって、
　前記リレーノードから、コネクション再設定完了信号によって、前記第１無線基地局と
該リレーノードとの間の無線ベアラにおいて用いられていた第１リレーノード用サブフレ
ームのパターン、及び、該第２無線基地局と該リレーノードとの間の無線ベアラにおいて
第２リレーノード用サブフレームを設定する必要があるか否かについて示す設定要否情報
を受信し、該第１無線基地局から、該第１リレーノード用サブフレームの使用率を受信す
るように構成されている受信部と、
　前記設定要否情報に基づいて、第２リレーノード用サブフレームを設定する必要がある
と判断した場合、前記第１リレーノード用サブフレームのパターン及び該第１リレーノー
ド用サブフレームの使用率に基づいて、前記第２リレーノード用サブフレームのパターン
を決定し、前記リレーノードに通知するように構成されている送信部とを具備することを
特徴とする無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法、リレーノード及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の後継の通信方式であるＬＴ
Ｅ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信システムでは、移動局ＵＥと無線基地局ＤｅＮＢ（
Ｄｏｎｏｒ　ｅＮＢ）との間に、無線基地局ＤｅＮＢと同様な機能を具備する「リレーノ
ード（Ｒｅｌａｙ　Ｎｏｄｅ）ＲＮ」を接続することができる。
【０００３】
　かかるＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信システムでは、移動局ＵＥとコアノー
ドＣＮ（Ｃｏｒｅ　Ｎｏｄｅ）との間で、Ｅ-ＲＡＢ（Ｅ-ＵＴＲＡＮ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）が設定され、移動局ＵＥとリレーノードＲＮとの間で、Ｕｕ無
線ベアラが設定され、リレーノードＲＮと無線基地局ＤｅＮＢとの間で、Ｕｎ無線ベアラ
が設定され、無線基地局ＤｅＮＢとコアノードＣＮとの間で、Ｓ１ベアラが設定されるよ
うに構成されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００（Ｖ８.８.０）、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ-ＵＴＲＡ）
　ａｎｄ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ-ＵＴＲＡＮ）　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌｓ」、２００９年３月
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＲ３６.８１４（Ｖ１.０.０）、「Ｆｕｒｔｈｅｒ　Ａｄ
ｖａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅ-ＵＴＲＡ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ａｓｐ
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ｅｃｔｓ」、２００９年２月
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３３１（Ｖ８.６.０）、「Ｒａｄｉｏ Ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　（ＲＲＣ）；　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ」、２００９年６月
【非特許文献４】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.２１６（Ｖ１０.２.０）、「Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
ｌａｙｅｒ　ｆｏｒ　ｒｅｌａｙｉｎｇ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ」、２０１１年３月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、かかる移動通信システムにおいて、リレーノードが、無線基地局ＤｅＮ
Ｂ＃１から無線基地局ＤｅＮＢ＃２にハンドオーバした場合に、リレーノードＲＮによる
無線基地局ＤｅＮＢ＃２からの下り信号の受信処理（Ｕｎ無線ベアラにおける受信処理）
とリレーノードＲＮによる移動局ＵＥへの下り信号の送信処理（Ｕｕ無線ベアラにおける
送信処理）とが同時に行われたり、リレーノードＲＮによる移動局ＵＥからの上り信号の
受信処理（Ｕｕ無線ベアラにおける受信処理）とリレーノードＲＮによる無線基地局Ｄｅ
ＮＢ＃２への上り信号の送信処理（Ｕｎ無線ベアラにおける送信処理）とが同時に行われ
たりすると、リレーノードＲＮの送信信号がリレーノードＲＮ自身の受信機に回り込み、
干渉が発生してしまうという問題点があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、リレーノードＲＮが無線
基地局ＤｅＮＢ＃１から無線基地局ＤｅＮＢ＃２にハンドオーバした場合であっても、Ｕ
ｎ無線ベアラにおける送受信処理及びＵｕ無線ベアラにおける送受信処理が同時に行われ
ることから引き起こされるリレーノードＲＮ自身の受信機への干渉を低減することができ
る移動通信方法、リレーノード及び無線基地局を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、第１無線基地局から第２無線基地局へ
のリレーノードのハンドオーバ手順において、該リレーノードが、該第２無線基地局に対
して、コネクション再設定完了信号によって、該第１無線基地局と該リレーノードとの間
の無線ベアラにおいて用いられていた第１リレーノード用サブフレームのパターン、及び
、該第２無線基地局と該リレーノードとの間の無線ベアラにおいて第２リレーノード用サ
ブフレームを設定する必要があるか否かについて示す設定要否情報を通知する工程Ａを有
することを要旨とする。
【０００８】
　本発明の第２の特徴は、リレーノードであって、第１無線基地局から第２無線基地局へ
の前記リレーノードのハンドオーバ手順において、該第２無線基地局に対して、コネクシ
ョン再設定完了信号によって、該第１無線基地局と該リレーノードとの間の無線ベアラに
おいて用いられていた第１リレーノード用サブフレームのパターン、及び、該第２無線基
地局と該リレーノードとの間の無線ベアラにおいて第２リレーノード用サブフレームを設
定する必要があるか否かについて示す設定要否情報を通知するように構成されている送信
部を具備することを要旨とする。
【００１０】
　本発明の第３の特徴は、第１無線基地局から第２無線基地局へのリレーノードのハンド
オーバ手順において該第２無線基地局として動作する無線基地局であって、前記リレーノ
ードから、コネクション再設定完了信号によって、前記第１無線基地局と該リレーノード
との間の無線ベアラにおいて用いられていた第１リレーノード用サブフレームのパターン
、及び、該第２無線基地局と該リレーノードとの間の無線ベアラにおいて第２リレーノー
ド用サブフレームを設定する必要があるか否かについて示す設定要否情報を受信し、該第
１無線基地局から、該第１リレーノード用サブフレームの使用率を受信するように構成さ
れている受信部と、前記設定要否情報に基づいて、第２リレーノード用サブフレームを設
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定する必要があると判断した場合、前記第１リレーノード用サブフレームのパターン及び
該第１リレーノード用サブフレームの使用率に基づいて、前記第２リレーノード用サブフ
レームのパターンを決定し、前記リレーノードに通知するように構成されている送信部と
を具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように、本発明によれば、リレーノードＲＮが無線基地局ＤｅＮＢ＃１か
ら無線基地局ＤｅＮＢ＃２にハンドオーバした場合であっても、Ｕｎ無線ベアラにおける
送受信処理及びＵｕ無線ベアラにおける送受信処理が同時に行われることから引き起こさ
れるリレーノードＲＮ自身の受信機への干渉を低減することができる移動通信方法、リレ
ーノード及び無線基地局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るリレーノードＲＮの機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられる「ＲＲＣ　Ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」のフォーマット
の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局ＤｅＮＢ＃１の機能ブロック図である
。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられる「Ｘ２　ＨＯ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」のフォーマットの一例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられる「Ｘ２　ＨＯ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」に含まれる情報要素「ＲＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｓｔａｔｕｓ」のフォー
マットの一例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられる「Ｓ１　ＨＯ　Ｒ
ｅｑｕｉｒｅｄ」のフォーマットの一例を示す図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられる「Ｓ１　ＨＯ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」のフォーマットの一例を示す図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局ＤｅＮＢ＃２の機能ブロック図である
。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図１０を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成に
ついて説明する。
【００１４】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ
方式の移動通信システムであって、移動管理ノードＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａ
ｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）や、無線基地局ＤｅＮＢ＃１や、無線基地局ＤｅＮＢ＃２
や、リレーノードＲＮ等を具備している。
【００１５】
　ここで、図１の例では、無線基地局ＤｅＮＢ＃１とリレーノードＲＮとの間には、Ｕｎ
無線ベアラ＃１が設定されており、リレーノードＲＮと移動局ＵＥとの間には、Ｕｕ無線
ベアラが設定されている。
【００１６】
　また、本実施形態では、リレーノードＲＮが、無線基地局ＤｅＮＢ＃１から無線基地局
ＤｅＮＢ＃２にハンドオーバする場合の例について説明する。かかるハンドオーバ手順が
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完了した後に、無線基地局ＤｅＮＢ＃２とリレーノードＲＮとの間には、Ｕｎ無線ベアラ
＃２が設定されるものとする。
【００１７】
　また、無線基地局ＤｅＮＢ＃１、無線基地局ＤｅＮＢ＃２及びリレーノードＲＮは、時
分割多重方式で、上り信号及び下り信号を送信するように構成されている。
【００１８】
　また、Ｕｎ無線ベアラ＃１には、「Ｕｎサブフレーム（Ｕｎ　ｓｕｂｆｒａｍｅ）＃１
」が設定されているものとする。
【００１９】
　ここで、Ｕｎサブフレーム＃１は、無線基地局ＤｅＮＢ＃１からリレーノードＲＮに対
して下り信号が送信されるサブフレームである。すなわち、リレーノードＲＮは、Ｕｎサ
ブフレーム＃１以外のサブフレームで、移動局ＵＥに対して下り信号を送信する。
【００２０】
　例えば、Ｕｎサブフレームとしては、ＭＢＳＦＮサブフレーム（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　
Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）が用いられ
てもよい。
【００２１】
　図２に示すように、リレーノードＲＮは、送信部１１と、受信部１２とを具備している
。
【００２２】
　送信部１１は、Ｕｎインターフェイスを介して、無線基地局ＤｅＮＢ＃１/ＤｅＮＢ＃
２に対して各種信号を送信し、Ｕｕインターフェイスを介して、移動局ＵＥに対して各種
信号を送信するように構成されている。
【００２３】
　具体的には、送信部１１は、無線基地局ＤｅＮＢ＃１から無線基地局ＤｅＮＢ＃２への
リレーノードＲＮのハンドオーバ手順において、無線基地局ＤｅＮＢ＃２に対して、「Ｒ
ＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」に
よって、Ｕｎサブフレーム＃１のパターン、及び、「ＲＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆ
ｉｇ　ｒｅｑ」を通知するように構成されている
　図３に示すように、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」には、情報要素「ｒｎ-ＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇＲｅｑ-ｒ
１１」及び情報要素「ｒｎ-ＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇ」が含まれている。
【００２４】
　ここで、「ｒｅｑｕｉｒｅｄ」が設定されている情報要素「ｒｎ-ＳｕｂｆｒａｍｅＣ
ｏｎｆｉｇＲｅｑ-ｒ１１」は、Ｕｎ無線ベアラ＃２においてＵｎサブフレーム＃２を設
定する必要があることを示す「ＲＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇ　ｒｅｑ」であり
、「ｎｏｔＲｅｑｕｉｒｅｄ」が設定されている情報要素「ｒｎ-ＳｕｂｆｒａｍｅＣｏ
ｎｆｉｇＲｅｑ-ｒ１１」は、Ｕｎ無線ベアラ＃２においてＵｎサブフレーム＃２を設定
する必要がないことを示す「ＲＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇ　ｒｅｑ」である。
【００２５】
　また、情報要素「ｒｎ-ＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇ」には、Ｕｎサブフレーム＃１
のパターンが設定される。
【００２６】
　受信部１２は、Ｕｎインターフェイスを介して、無線基地局ＤｅＮＢ＃１/ＤｅＮＢ＃
２から各種信号を受信し、Ｕｕインターフェイスを介して、移動局ＵＥから各種信号を受
信するように構成されている。
【００２７】
　図４に示すように、無線基地局ＤｅＮＢ＃１は、受信部２１と、送信部２２とを具備し
ている。
【００２８】
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　受信部２１は、Ｕｎインターフェイスを介して、リレーノードＲＮから各種信号を受信
し、Ｕｕインターフェイスを介して、移動局ＵＥから各種信号を受信するように構成され
ている。
【００２９】
　送信部２２は、Ｕｎインターフェイスを介して、リレーノードＲＮに対して各種信号を
送信し、Ｕｕインターフェイスを介して、移動局ＵＥに対して各種信号を送信するように
構成されている。
【００３０】
　ここで、送信部２２は、無線基地局ＤｅＮＢ＃１から無線基地局ＤｅＮＢ＃２へのリレ
ーノードＲＮのハンドオーバ手順において、無線基地局ＤｅＮＢ＃２に対して、Ｕｎサブ
フレーム＃１の使用率を通知するように構成されている。
【００３１】
　例えば、送信部２２は、無線基地局ＤｅＮＢ＃１から無線基地局ＤｅＮＢ＃２へのリレ
ーノードＲＮのハンドオーバ手順において、無線基地局ＤｅＮＢ＃２に対して、「（Ｘ２
/Ｓ１）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/（Ｓ１）ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」によって、Ｕｎサブフ
レーム＃１の使用率を通知するように構成されていてもよい。
【００３２】
　図５に示すように、「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」は、情報要素「ＲＮ　Ｓｕｂｆ
ｒａｍｅ　ｓｔａｔｕｓ」を含む。
【００３３】
　図６に示すように、情報要素「ＲＮ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｓｔａｔｕｓ」には、Ｕｎサ
ブフレーム＃１の使用率が設定可能である。
【００３４】
　なお、「（Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」は、Ｕｎサブフレーム＃１のパターンを示す
情報要素「ＲＮ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を含んでいてもよい
。
【００３５】
　同様に、図７及び図８に示すように、「（Ｓ１）ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」及び「（Ｓ
１）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」も、情報要素「ＲＮ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｓｔａｔｕｓ」を
含む。
【００３６】
　なお、「（Ｓ１）ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」及び「（Ｓ１）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」も
、Ｕｎサブフレーム＃１のパターンを示す情報要素「ＲＮ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ　Ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を含んでいてもよい。
【００３７】
　図９に示すように、無線基地局ＤｅＮＢ＃２は、受信部３１と、送信部３２とを具備し
ている。
【００３８】
　受信部３１は、Ｕｎインターフェイスを介して、リレーノードＲＮから各種信号を受信
し、Ｕｕインターフェイスを介して、移動局ＵＥから各種信号を受信するように構成され
ている。
【００３９】
　ここで、受信部３１は、無線基地局ＤｅＮＢ＃１から無線基地局ＤｅＮＢ＃２へのリレ
ーノードＲＮのハンドオーバ手順において、リレーノードＲＮから、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」によって、Ｕｎサ
ブフレーム＃１のパターン、及び、「ＲＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇ　ｒｅｑ」
を受信するように構成されている。
【００４０】
　また、受信部３１は、無線基地局ＤｅＮＢ＃１から無線基地局ＤｅＮＢ＃２へのリレー
ノードＲＮのハンドオーバ手順において、無線基地局ＤｅＮＢ＃２から、Ｕｎサブフレー
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ム＃１の使用率を受信するように構成されている。
【００４１】
　送信部３２は、Ｕｎインターフェイスを介して、リレーノードＲＮに対して各種信号を
送信し、Ｕｕインターフェイスを介して、移動局ＵＥに対して各種信号を送信するように
構成されている。
【００４２】
　ここで、送信部３２は、無線基地局ＤｅＮＢ＃１から無線基地局ＤｅＮＢ＃２へのリレ
ーノードＲＮのハンドオーバ手順において、「ＲＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇ　
ｒｅｑ」に基づいて、Ｕｎサブフレーム＃２を設定する必要があると判断した場合、Ｕｎ
サブフレーム＃１のパターン及びＵｎサブフレーム＃１の使用率に基づいて、Ｕｎサブフ
レーム＃２のパターン（例えば、Ｕｎサブフレームの数を含む）を決定し、リレーノード
ＲＮに通知するように構成されている。
【００４３】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図１０を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作について説
明する。
【００４４】
　具体的には、図１０を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにお
いてリレーノードＲＮが無線基地局ＤｅＮＢ＃１から無線基地局ＤｅＮＢ＃２にハンドオ
ーバを行う場合の動作について説明する。
【００４５】
　図４に示すように、ステップＳ１００１において、リレーノードＲＮは、無線基地局Ｄ
ｅＮＢ＃１に対して、「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を送信する。
【００４６】
　ステップＳ１００２において、無線基地局ＤｅＮＢ＃１は、上述のハンドオーバを実施
すべきであると判定した場合、無線基地局ＤｅＮＢ＃２に対して、かかるハンドオーバを
実施するように要求するための「（Ｓ１/Ｘ２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/（Ｓ１）ＨＯ　Ｒ
ｅｑｕｉｒｅｄ」を送信する。
【００４７】
　ここで、無線基地局ＤｅＮＢ＃１は、無線基地局ＤｅＮＢ＃２に対して、「（Ｓ１/Ｘ
２）ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/（Ｓ１）ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」によって、Ｕｎサブフレ
ーム＃１の使用率を通知する。
【００４８】
　ステップＳ１００３において、無線基地局ＤｅＮＢ＃２は、受信した「（Ｓ１/Ｘ２）
ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、無線基地局ＤｅＮＢ＃１に対して、「（Ｓ１/Ｘ２）
ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ」を送信する。
【００４９】
　ステップＳ１００４において、無線基地局ＤｅＮＢ＃１は、受信した「（Ｓ１/Ｘ２）
ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ」に応じて、リレーノードＲＮに対して、「ｍｏｂｉｌｉ
ｔｙＣｏｎｔｒｏｌＩｎｆｏ」を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００５０】
　ステップＳ１００５において、リレーノードＲＮは、無線基地局ＤｅＮＢ＃１からデタ
ッチし、無線基地局ＤｅＮＢ＃２との間でＳＦＮ同期を確立して、無線基地局ＤｅＮＢ＃
２との間の通信を開始する。
【００５１】
　ステップＳ１００６において、リレーノードＲＮは、無線基地局ＤｅＮＢ＃２に対して
、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔ
ｅ」を送信する。
【００５２】
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　ここで、リレーノードＲＮは、無線基地局ＤｅＮＢ＃２に対して、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」によって、Ｕｎサ
ブフレーム＃１のパターン、及び、「ＲＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇ　ｒｅｑ」
を通知するように構成されている。
【００５３】
　ここで、無線基地局ＤｅＮＢ＃２は、「ＲＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇ　ｒｅ
ｑ」に基づいて、Ｕｎ無線ベアラ＃２においてＵｎサブフレーム＃２を設定する必要があ
ると判断した場合、無線基地局ＤｅＮＢ＃１から通知されたＵｎサブフレーム＃１の使用
率及びリレーノードＲＮから通知されたＵｎサブフレーム＃１のパターンに基づいて、Ｕ
ｎサブフレーム＃２のパターンを決定する。
【００５４】
　ステップＳ１００７において、無線基地局ＤｅＮＢ＃２は、リレーノードＲＮに対して
、「ＲＮ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」によって、Ｕｎサブフレーム＃２のパター
ンを通知する。
【００５５】
　ステップＳ１００８において、リレーノードＲＮは、無線基地局ＤｅＮＢ＃２に対して
、「ＲＮ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００５６】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、リレーノードＲＮが、無線
基地局ＤｅＮＢ＃１から無線基地局ＤｅＮＢ＃２にハンドオーバを行う手順において、無
線基地局ＤｅＮＢ＃２は、「ＲＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇ　ｒｅｑ」に基づい
て、Ｕｎ無線ベアラ＃２においてＵｎサブフレーム＃２を設定する必要があると判断した
場合、無線基地局ＤｅＮＢ＃１から通知されたＵｎサブフレーム＃１の使用率及びリレー
ノードＲＮから通知されたＵｎサブフレーム＃１のパターンに基づいて、Ｕｎサブフレー
ム＃２のパターンを決定し、リレーノードＲＮに通知することができる。
【００５７】
　その結果、かかるハンドオーバが行われた場合であっても、リレーノードＲＮにおいて
Ｕｎ無線ベアラにおける送受信処理及びＵｕ無線ベアラにおける送受信処理が同時に行わ
れることを回避することができる。
【００５８】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００５９】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局ＤｅＮＢ＃１（第１無
線基地局）から無線基地局ＤｅＮＢ＃２（第２無線基地局）へのリレーノードＲＮのハン
ドオーバ手順において、リレーノードＲＮが、無線基地局ＤｅＮＢ＃２に対して、「ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ（コネ
クション再設定完了信号）」によって、無線基地局ＤｅＮＢ＃１とリレーノードＲＮとの
間のＵｎ無線ベアラ＃１において用いられていたＵｎサブフレーム＃１（第１リレーノー
ド用サブフレーム）のパターンを示す「Ｕｎ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｐａｔｔｅｒｎ＃１」
、及び、無線基地局ＤｅＮＢ＃２とリレーノードＲＮとの間のＵｎ無線ベアラ＃２におい
てＵｎサブフレーム＃２（第２リレーノード用サブフレーム）を設定する必要があるか否
かについて示す「ＲＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇ　ｒｅｑ（設定要否情報）」を
通知する工程Ａを有することを要旨とする。
【００６０】
　本実施形態の第１の特徴において、ハンドオーバ手順において、無線基地局ＤｅＮＢ＃
１が、無線基地局ＤｅＮＢ＃２に対して、Ｕｎサブフレーム＃１の使用率を通知する工程
Ｂを更に有してもよい。
【００６１】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｂにおいて、無線基地局ＤｅＮＢ＃１は、無線
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基地局ＤｅＮＢ＃２に対して、「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ（ハン
ドオーバ要求信号）」によって、Ｕｎサブフレーム＃１の使用率を通知してもよい。
【００６２】
　本実施形態の第１の特徴において、ハンドオーバ手順において、無線基地局ＤｅＮＢ＃
２が、Ｕｎサブフレーム＃１のパターン及びＵｎサブフレーム＃１の使用率に基づいて、
Ｕｎサブフレーム＃２のパターンを決定する工程Ｃを更に有してもよい。
【００６３】
　本実施形態の第２の特徴は、リレーノードＲＮであって、無線基地局ＤｅＮＢ＃１から
無線基地局ＤｅＮＢ＃２へのリレーノードＲＮのハンドオーバ手順において、無線基地局
ＤｅＮＢ＃２に対して、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」によって、Ｕｎサブフレーム＃１のパターン、及び、「ＲＮ　
ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇ　ｒｅｑ」を通知するように構成されている送信部１１
を具備することを要旨とする。
【００６４】
　本実施形態の第３の特徴は、無線基地局ＤｅＮＢ＃１であって、無線基地局ＤｅＮＢ＃
２に対して、Ｕｎサブフレーム＃１の使用率を通知するように構成されている送信部２２
を具備することを要旨とする。
【００６５】
　本実施形態の第３の特徴において、送信部２２は、無線基地局ＤｅＮＢ＃２に対して、
「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」によって、Ｕｎサブフレーム＃１の
使用率を通知するように構成されていてもよい。
【００６６】
　本実施形態の第４の特徴は、無線基地局ＤｅＮＢ＃２であって、リレーノードＲＮから
、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔ
ｅ」によって、Ｕｎサブフレーム＃１のパターン、及び、「ＲＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃ
ｏｎｆｉｇ　ｒｅｑ」を受信し、無線基地局ＤｅＮＢ＃２から、Ｕｎサブフレーム＃１の
使用率を受信するように構成されている受信部３１と、「ＲＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏ
ｎｆｉｇ　ｒｅｑ」に基づいて、Ｕｎサブフレーム＃２を設定する必要があると判断した
場合、Ｕｎサブフレーム＃１のパターン及びＵｎサブフレーム＃１の使用率に基づいて、
Ｕｎサブフレーム＃２のパターンを決定し、リレーノードＲＮに通知するように構成され
ている送信部３２とを具備することを要旨とする。
【００６７】
　なお、上述の無線基地局ＤｅＮＢ＃１/ＤｅＮＢ＃２やリレーノードＲＮや移動管理ノ
ードＭＭＥや移動局ＵＥの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッ
サによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み
合わせによって実施されてもよい。
【００６８】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００６９】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、無線基地局ＤｅＮＢ＃１/ＤｅＮＢ＃２やリレーノードＲＮや移動管理ノ
ードＭＭＥや移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッ
サは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局ＤｅＮＢ＃１/ＤｅＮＢ＃２やリ
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レーノードＲＮや移動管理ノードＭＭＥや移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。
【００７０】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００７１】
ＲＮ…リレーノード
ＤｅＮＢ＃１、ＤｅＮＢ＃２…無線基地局
１１、２２、３２…送信部
１２、２１、３１…受信部

【図１】

【図２】

【図３】
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